
甲 第 １ ９ 号 議 案 

   岡山市公共施設における暴力団排除に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

 岡山市公共施設における暴力団排除に関する条例の一部を改正する条例を次のように制

定するものとする。 

  令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市公共施設における暴力団排除に関する条例の一部を改正する条例 

 岡山市公共施設における暴力団排除に関する条例（平成２１年市条例第６１号）の一部

を次のように改正する。 

 別表岡山市立市民会館条例（昭和３８年市条例第９号）の項，岡山市福祉文化会館設置

条例（昭和４６年市条例第２８号）の項及び岡山市立市民文化ホール条例（昭和５１年市

条例第４３号）の項を削る。 

   附 則 

 この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 岡山市立市民会館条例等の廃止に伴い，所要の措置を講ずるため，本条例の一部を改正

しようとするものである。 



甲 第 ２ ０ 号 議 案 

   岡山市個人情報保護法施行条例の制定について 

 岡山市個人情報保護法施行条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

岡山市条例第   号 

岡山市個人情報保護法施行条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は，個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下

「法」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において使用する用語の意義は，法及び個人情報の保護に関する法律施

行令（平成１５年政令第５０７号）において使用する用語の例による。 

 （条例個人情報ファイル簿） 

第３条 市の機関等（市の機関（議会を除く。以下同じ。）及び本市が設立した地方独立

行政法人をいう。以下同じ。）は，規則で定めるところにより，当該市の機関等が保有

している個人情報ファイル（法第７５条第１項の規定により個人情報ファイル簿を作成

し，公表することとなるものその他規則で定めるものを除く。以下この条において同

じ。）について，次に掲げる事項を記載した帳簿（以下この条において「条例個人情報

ファイル簿」という。）を作成し，公表しなければならない。 

 (1) 個人情報ファイルの名称 

 (2) 当該市の機関等の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組

織の名称 

 (3) 個人情報ファイルの利用目的 

 (4) 個人情報ファイルに記録される項目（次項において「記録項目」という。）及び本

人（他の個人の氏名，生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。）



として個人情報ファイルに記録される個人の範囲 

(5) 個人情報ファイルに記録される個人情報（次号及び第７号において「記録情報」と

いう。）の収集方法 

(6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは，その旨 

(7) 記録情報を当該市の機関等以外の者に経常的に提供する場合には，その提供先 

(8) 法第７６条第１項，第９０条第１項又は第９８条第１項の規定による請求を受理す

る組織の名称及び所在地 

(9) 法第９０条第１項ただし書又は第９８条第１項ただし書に該当するときは，その旨 

(10) その他規則で定める事項 

２ 前項の規定にかかわらず，市の機関等は，記録項目の一部若しくは前項第５号若しく

は第７号に掲げる事項を条例個人情報ファイル簿に記載し，又は個人情報ファイルを条

例個人情報ファイル簿に掲載することにより，利用目的に係る事務又は事業の性質上，

当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは，そ

の記録項目の一部若しくは事項を記載せず，又はその個人情報ファイルを条例個人情報

ファイル簿に掲載しないことができる。 

（開示決定等の期限の特例） 

第４条 市の機関等は，法第８３条第１項の規定にかかわらず，開示請求があった日から

１４日以内に開示決定等をしなければならない。ただし，法第７７条第３項の規定によ

り補正を求めた場合にあっては，当該補正に要した日数は，当該期間に参入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず，市の機関等は，事務処理上の困難その他正当な理由がある

ときは，同項に規定する期間を３０日以内に限り延長することができる。この場合にお

いて，市の機関等は，開示請求者に対し，遅滞なく，延長後の期間及び延長の理由を書

面により通知しなければならない。 

３ 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため，開示請求があった日から４４

日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ず

るおそれがある場合には，前２項の規定にかかわらず，市の機関等は，開示請求に係る

保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし，残りの保有個人

情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において，市の機



関等は，第１項に規定する期間内に，開示請求者に対し，次に掲げる事項を書面により

通知しなければならない。 

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由 

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 

 （開示請求に係る手数料等） 

第５条 法第８９条第２項の規定により納付しなければならない手数料は，無料とする。 

２ 法第８７条第１項の規定により地方公共団体等行政文書の写し等の交付を受ける者は，

実費の範囲内において規則で定める費用を負担しなければならない。 

 （訂正請求及び利用停止請求に係る保有個人情報の範囲等） 

第６条 市の機関等に対し訂正請求及び利用停止請求をすることができる保有個人情報の

範囲は，法第９０条第１項各号に掲げるもののほか，開示決定を受けていない自己を本

人とする保有個人情報（当該保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書を

当該訂正請求者又は利用停止請求者が特定しているものに限る。）とし，同条第３項及

び第９８条第３項の規定は適用しない。 

２ 訂正請求書の記載事項については，法第９１条第１項第２号中「保有個人情報の開示

を受けた日その他当該保有個人情報」とあるのは，「保有個人情報」とし，利用停止請

求書の記載事項については，法第９９条第１項第２号中「保有個人情報の開示を受けた

日その他当該保有個人情報」とあるのは，「保有個人情報」とする。 

３ 法第８１条の規定は，市の機関等に対する訂正請求及び利用停止請求について準用す

る。 

（訂正決定等及び利用停止決定等の期限の特例） 

第７条 市の機関等は，法第９４条第１項及び第１０２条第１項の規定にかかわらず，訂

正請求又は利用停止請求があった日から１４日以内に訂正決定等又は利用停止決定等を

しなければならない。ただし，法第９１条第３項又は第９９条第３項の規定により補正

を求めた場合にあっては，当該補正に要した日数は，当該期間に参入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず，市の機関等は，事務処理上の困難その他正当な理由がある

ときは，同項に規定する期間を３０日以内に限り延長することができる。この場合にお

いて，市の機関等は，訂正請求者又は利用停止請求者に対し，遅滞なく，延長後の期間



及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 

３ 市の機関等は，訂正決定等又は利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは，

前２項の規定にかかわらず，相当の期間内に訂正決定等又は利用停止決定等をすれば足

りる。この場合において，市の機関等は，第１項に規定する期間内に，訂正請求者又は

利用停止請求者に対し，次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由 

(2) 訂正決定等又は利用停止決定等をする期限 

 （行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料） 

第８条 法第１１９条第３項の規定により納付しなければならない手数料の額は，２１，

０００円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。 

 (1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間１時間までごとに３，９５０円 

 (2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額（当該委託をす

る場合に限る。） 

２ 法第１１９条第４項の規定により納付しなければならない手数料の額は，次の各号に

掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ，それぞ

れ当該各号に定める額とする。 

 (1) 次号に掲げる者以外の者 法第１１５条の規定により当該行政機関等匿名加工情報

の利用に関する契約を締結する者が法第１１９条第３項の規定により納付しなければ

ならない手数料の額と同一の額 

 (2) 法第１１５条（法第１１８条第２項において準用する場合を含む。）の規定により

当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 １２，６００円 

 （審査会への諮問） 

第９条 市の機関は，次のいずれかに該当する場合において，個人情報の適正な取扱いを

確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは，

岡山市行政不服審査法施行条例（平成２８年市条例第４号）第５条第１項に規定する岡

山市行政不服・情報公開・個人情報保護審査会（以下「市審査会」という。）に諮問す

ることができる。 

 (1) この条例の規定を改正し，又は廃止しようとする場合 



 (2) 法第６６条第１項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合 

 (3) 前２号に掲げる場合のほか，市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の

細則を定めようとする場合 

２ 前項の諮問に係る市審査会の調査審議の手続については，岡山市行政不服審査法施行

条例第１０条の規定は適用しない。 

（運用状況の公表） 

第１０条 市長は，市長以外の市の機関等に対し，法及びこの条例の運用の状況（以下

「運用状況」という。）について，報告を求めることができる。 

２ 市長は，毎年度，市の機関等の運用状況を市審査会に報告するとともに，その概要を

規則で定める方法により公表するものとする。 

 （規則への委任） 

第１１条 この条例に定めるもののほか，法及びこの条例の施行のために必要な事項は，

規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和５年４月１日から施行する。 

 （岡山市個人情報保護条例の廃止） 

２ 岡山市個人情報保護条例（平成１２年市条例第３４号）は，廃止する。 

 （岡山市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置） 

３ この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の岡山市個人情報保護条例（以下 

「旧条例」という。）第２条第３号に規定する実施機関（以下「旧実施機関」とい

う。）の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者（以

下これらを「旧実施機関職員」という。）のうち，この条例の施行前において旧条例第

２条第１号に規定する個人情報（以下「旧個人情報」という。）の取扱いに従事してい

たものに係る旧条例第１０条第３項の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報

をみだりに他人に知らせ，不当な目的に利用し，又は正当な理由がないのに遺棄しては

ならない義務については，この条例の施行後も，なお従前の例による。 

４ この条例の施行前において旧実施機関から旧条例第２条第４号に規定する保有個人情



報（以下「旧保有個人情報」という。）の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

であってこの条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後引き続き従事しているも

の又はこの条例の施行前において旧実施機関から旧保有個人情報の取扱いの委託を受け

た業務に従事していた者（以下これらを「旧受託業務従事者」という。）に係る旧条例

第１８条第３項の規定によるその業務に関して知り得た旧保有個人情報をみだりに他人

に知らせ，不当な目的に利用し，又は正当な理由がないのに遺棄してはならない責務に

ついては，この条例の施行後も，なお従前の例による。 

５ この条例の施行前において労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護

等に関する法律（昭和６０年法律第８８号）第２６条に定める労働者派遣契約（以下

「労働者派遣契約」という。）に基づき一定の役務を提供することを目的として旧実施

機関へ派遣されていた者であって施行日以後引き続き派遣されているもの又はこの条例

の施行前において労働者派遣契約に基づき一定の役務を提供することを目的として旧実

施機関へ派遣されていた者（以下これらを「旧派遣労働者」という。）に係る旧条例第

１８条の２の規定によるその役務の提供に関して知り得た旧保有個人情報をみだりに他

人に知らせ，不当な目的に利用し，又は正当な理由がないのに遺棄してはならない責務

については，この条例の施行後も，なお従前の例による。 

６ この条例の施行前に旧条例第１１条，第１２条又は第１３条の規定による請求がされ

た場合における旧保有個人情報の開示，訂正，削除又は目的外利用等の中止については，

なお従前の例による。 

７ 次に掲げる者が，正当な理由がないのに，この条例の施行前において旧実施機関が保

有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第２条第８号アに規定する個人

情報ファイル（その全部又は一部を複製し，又は加工したものを含む。）をこの条例の

施行後に提供したときは，２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処する。 

 (1) 旧実施機関職員 

(2) 旧受託業務従事者 

(3) 旧派遣労働者 

８ 前項各号に規定する者が，その業務又は役務の提供に関して知り得たこの条例の施行

前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しく



は第三者の不正な利益を図る目的で提供し，又は盗用したときは，１年以下の懲役又は

５０万円以下の罰金に処する。 

９ この条例の施行前において旧実施機関の職員であった者であって施行日以後引き続き

職員であるものが，その職権を濫用して，専らその職務の用以外の用に供する目的でこ

の条例の施行前において旧条例第２６条に規定する個人の秘密に属する事項が記録され

た文書，図画又は電磁的記録に該当していたものを，この条例の施行後に収集したとき

は，１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

１０ この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることと

される場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については，なお

従前の例による。 

１１ 附則第７項から前項までの規定は，市の区域外において罪を犯した者にも適用する。  

 （岡山市印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正） 

１２ 岡山市印鑑登録及び証明に関する条例（昭和４４年市条例第６４号）の一部を次の

ように改正する。 

 第１４条中「又は岡山市個人情報保護条例（平成１２年市条例第３４号）第１１条に

基づく開示請求」を削る。 

（岡山市情報公開条例の一部改正） 

１３ 岡山市情報公開条例（平成１２年市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

 第１９条中「の規定により」の前に「並びに個人情報の保護に関する法律（平成１５

年法律第５７号）第１０５条第３項において読み替えて準用する同条第１項」を加える。 

（岡山市公共施設における暴力団排除に関する条例の一部改正） 

１４ 岡山市公共施設における暴力団排除に関する条例（平成２１年市条例第６１号）の

一部を次のように改正する。 

 第５条を削り，第６条を第５条とする。 

 （岡山市暴力団威力利用等禁止条例の一部改正） 

１５ 岡山市暴力団威力利用等禁止条例（平成２４年市条例第４号）の一部を次のように

改正する。 

 第７条を削る。 



第８条中「第６条」を「前条」に改め，同条を第７条とし，第９条を第８条とし，第

１０条を第９条とする。 

（岡山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一

部改正） 

１６ 岡山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例

（平成２７年市条例第７２号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「個人番号の利用等」を「個人番号の利用及び法第２８条第１項に基づく特

定個人情報保護評価」に改める。 

第５条を第６条とし，第４条の次に次の１条を加える。 

 （特定個人情報保護評価の意見聴取） 

第５条 市の機関及び本市が設立した地方独立行政法人は，特定個人情報保護評価に関

する規則（平成２６年特定個人情報保護委員会規則第１号）第７条第４項の規定によ

る意見聴取について，岡山市行政不服審査法施行条例（平成２８年市条例第４号）第

５条第１項に規定する岡山市行政不服・情報公開・個人情報保護審査会に諮問するこ

とにより行うものとする。 

（岡山市行政不服審査法施行条例の一部改正） 

１７ 岡山市行政不服審査法施行条例（平成２８年市条例第４号）の一部を次のように改

正する。 

第５条第２項中「岡山市情報公開条例（平成１２年市条例第３３号）及び岡山市個人

情報保護条例（平成１２年市条例第３４号）」を「個人情報の保護に関する法律（平成

１５年法律第５７号）並びに岡山市情報公開条例（平成１２年市条例第３３号），岡山

市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例（平成２７

年市条例第７２号），岡山市個人情報保護法施行条例（令和５年市条例第  号）」に

改める。 

 

提案理由 

 個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い，同法の施行に関し必要な事項を定める

等のため，本条例を制定しようとするものである。 



甲 第 ２ １ 号 議 案 

   岡山市の組織及びその任務に関する条例の一部を改正する条例の制定につい 

   て 

 岡山市の組織及びその任務に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するも

のとする。 

  令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市の組織及びその任務に関する条例の一部を改正する条例 

 岡山市の組織及びその任務に関する条例（平成１３年市条例第３号）の一部を次のよう

に改正する。 

第３条の表政策局の項中第４号を第５号とし，第３号を第４号とし，第２号を第３号と

し，第１号の次に次の１号を加える。 

(2) デジタル技術の活用による住みやすく活力のあるまちづくり 

第３条の表総務局の項中第６号を削り，第７号を第６号とする。 

   附 則 

 この条例は，令和５年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 効率的，効果的な業務執行体制を整備するため，本条例の一部を改正しようとするもの

である。 



甲 第 ２ ２ 号 議 案 

   岡山市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市職員定数条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市職員定数条例の一部を改正する条例 

 岡山市職員定数条例（昭和５９年市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項中「９，１８４人」を「９，２８４人」に改め，同項第１号ア中「３，５

１８人」を「３，６６１人」に，「２２０人」を「２２４人」に改め，同号イ中「３６５

人」を「３７１人」に改め，同号ウ中「２１人」を「２２人」に改め，同号エ中「８１４

人」を「８２７人」に改め，同項第２号中「３７人」を「３８人」に改め，同項第３号中

「１７人」を「１８人」に改め，同項第４号中「１４人」を「１５人」に改め，同項第５

号中「１１人」を「１５人」に改め，同項第６号中「２０人」を「２１人」に改め，同項

第７号中「４，３６７人」を「４，２９６人」に改める。 

   附 則 

 この条例は，令和５年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 職員の定年引上げによる職員数の増加等に伴い，職員定数を改めるため，本条例の一部

を改正しようとするものである。 



甲 第 ２ ３ 号 議 案 

   岡山市吏員退隠料条例及び岡山市職員退職年金等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

 岡山市吏員退隠料条例及び岡山市職員退職年金等に関する条例の一部を改正する条例を

次のように制定するものとする。 

令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市吏員退隠料条例及び岡山市職員退職年金等に関する条例の一部を改正 

する条例 

（岡山市吏員退隠料条例の一部改正） 

第１条 岡山市吏員退隠料条例（昭和２４年市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

  第１１条第１項ただし書を削る。 

 （岡山市職員退職年金等に関する条例の一部改正） 

第２条 岡山市職員退職年金等に関する条例（昭和２９年市条例第４７号）の一部を次の

ように改正する。 

  第２２条第１項中「基く」を「基づく」に改め，同条第２項を削る。  

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正に伴い，退職年

金等の受給権を担保に供することができる特例を廃止する等のため，関係条例の一部を改

正しようとするものである。 



甲 第 ２ ４ 号 議 案 

   岡山市立市民文化ホール条例を廃止する条例の制定について 

 岡山市立市民文化ホール条例を廃止する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市立市民文化ホール条例を廃止する条例 

 岡山市立市民文化ホール条例（昭和５１年市条例第４３号）は，廃止する。 

   附 則 

 この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 岡山市立市民文化ホールを廃止するため，本条例を廃止しようとするものである。 



甲 第 ２ ５ 号 議 案 

   岡山市福祉文化会館設置条例を廃止する条例の制定について 

 岡山市福祉文化会館設置条例を廃止する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市福祉文化会館設置条例を廃止する条例 

 岡山市福祉文化会館設置条例（昭和４６年市条例第２８号）は，廃止する。 

   附 則 

 この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 岡山市福祉文化会館を廃止するため，本条例を廃止しようとするものである。 



甲 第 ２ ６ 号 議 案 

   岡山市立福祉センター条例を廃止する条例の制定について 

 岡山市立福祉センター条例を廃止する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市立福祉センター条例を廃止する条例 

 岡山市立福祉センター条例（昭和４６年市条例第２９号）は，廃止する。 

   附 則 

 この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 岡山市立福祉センターを廃止するため，本条例を廃止しようとするものである。 



甲 第 ２ ７ 号 議 案 

   岡山市自転車の安全で適正な利用を促進するための条例の一部を改正する条

例の制定について 

 岡山市自転車の安全で適正な利用を促進するための条例の一部を改正する条例を次のよ

うに制定するものとする。 

  令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市自転車の安全で適正な利用を促進するための条例の一部を改正する条 

   例 

 岡山市自転車の安全で適正な利用を促進するための条例（令和２年市条例第５２号）の

一部を次のように改正する。 

 第１１条第２項各号を次のように改める。 

(1) 車道が原則，左側を通行。歩道は例外，歩行者を優先 

(2) 交差点では信号と一時停止を守って，安全確認 

(3) 夜間はライトを点灯 

(4) 飲酒運転は禁止 

(5) ヘルメットを着用 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

 自転車利用者に奨励する事項を改めるため，本条例の一部を改正しようとするものであ

る。 



甲 第 ２ ８ 号 議 案 

岡山市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

岡山市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する

ものとする。 

令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例 

 岡山市墓地等の経営の許可等に関する条例（平成７年市条例第５０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１５条第１項第２号中「宅地造成等規制法」を「宅地造成及び特定盛土等規制法」に，

「第３条の宅地造成工事規制区域内」を「第１０条第１項の宅地造成等工事規制区域内」

に改め，「関する工事」の次に「及び同条第３号に規定する特定盛土等に関する工事並び

に同法第２６条第１項の特定盛土等規制区域内において行う同法第２条第３号に規定する

特定盛土等に関する工事」を加え，同項第３号中「第５条」を「第５条第１項」に，「第

１０条の２」を「第１０条の２第１項」に改め，「第２６条」の次に「又は第２６条の

２」を加える。 

附 則 

 この条例は，令和５年５月２６日から施行する。ただし，第１５条第１項第３号の改正

規定は，公布の日から施行する。 

 

提案理由 

宅地造成等規制法の一部改正に伴い，墓地の造成工事の基準の適用範囲を改める等のた

め，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ２ ９ 号 議 案 

   岡山市立市民会館条例を廃止する条例の制定について 

 岡山市立市民会館条例を廃止する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市立市民会館条例を廃止する条例 

 岡山市立市民会館条例（昭和３８年市条例第９号）は，廃止する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

 （公の施設のうち廃止し，又は長期かつ独占的な利用をさせることについて議会の議決

を経なければならないものに関する条例の一部改正） 

２ 公の施設のうち廃止し，又は長期かつ独占的な利用をさせることについて議会の議決

を経なければならないものに関する条例（昭和３９年市条例第３５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第２条中第４号を削り，第５号を第４号とし，第６号を第５号とする。 

 

 

提案理由 

 岡山市民会館を廃止するため，本条例を廃止しようとするものである。 



甲 第 ３ ０ 号 議 案 

   岡山市特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例を次のように制定するもの

とする。 

  令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例 

 岡山市特定非営利活動促進法施行条例（平成２４年市条例第２号）の一部を次のように

改正する。 

第３２条を第３３条とし，第２９条から第３１条までを１条ずつ繰り下げ，第２８条の

見出し中「手続」を「縦覧等」に改め，同条中「情報通信技術を活用した行政の推進等に

関する法律（平成１４年法律第１５１号）」を「情報通信技術活用法」に改め，同条を第

２９条とし，第２７条の次に次の１条を加える。 

 （情報通信の技術を利用する方法による申請等） 

第２８条 法第７４条の規定により読み替えて適用する情報通信技術を活用した行政の推

進等に関する法律（平成１４年法律第１５１号。以下「情報通信技術活用法」とい

う。）第６条第１項の規定により電子情報処理組織（市の機関の使用に係る電子計算機

と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって規則で定める基準に適合するものと

を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を使用する方法により行う場合

の申請等は，規則で定めるところにより行わなければならない。 

２ 法第７４条の規定により読み替えて適用する情報通信技術活用法第６条第４項に規定

する氏名又は名称を明らかにする措置は，規則で定める。 

３ 法第７４条の規定により読み替えて適用する情報通信技術活用法第６条第６項に規定

する電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認めら



れる部分がある場合は，次に掲げる場合とし，当該場合における申請等については，規

則で定めるところにより行わなければならない。 

 (1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市長が認める

場合 

 (2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長が認

める場合 

    附 則 

この条例は，令和５年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 特定非営利活動法人の設立の認証の申請等をオンラインで行えるようにするため，本条

例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ３ １ 号 議 案 

   岡山型持続可能な社会経済モデル構築総合特区推進条例の一部を改正する条

例の制定について 

 岡山型持続可能な社会経済モデル構築総合特区推進条例の一部を改正する条例を次のよ

うに制定するものとする。 

  令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山型持続可能な社会経済モデル構築総合特区推進条例の一部を改正する条 

例 

 岡山型持続可能な社会経済モデル構築総合特区推進条例（平成２５年市条例第５０号）

の一部を次のように改正する。 

 附則第２項中「平成３５年３月３１日」を「令和１０年３月３１日」に改める。 

   附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

岡山型持続可能な社会経済モデル構築総合特区に係る取組を令和９年度まで延長するこ

とに伴い，本条例の有効期限を延長するため，本条例の一部を改正しようとするものであ

る。 



甲 第 ３ ２ 号 議 案 

   岡山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 岡山市国民健康保険条例（昭和３６年市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第１項中「４０８，０００円」を「４８８，０００円」に改める。 

第１２条の１５中「２００，０００円」を「２２０，０００円」に改める。 

第１６条第１項第２号中「２８５，０００円」を「２９０，０００円」に改め，同項第

３号中「５２０，０００円」を「５３５，０００円」に改め，同条第３項中「２００，０

００円」を「２２０，０００円」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る岡山市国民健康保険条例第６条の規

定による出産育児一時金の額については，なお従前の例による。 

３ この条例による改正後の第１２条の１５及び第１６条の規定は，令和５年度以後の年

度分の保険料について適用し，令和４年度以前の年度分の保険料については，なお従前

の例による。 

 

 

提案理由 



 国民健康保険法施行令等の一部改正に伴い，出産育児一時金の額及び国民健康保険料の

賦課限度額を改める等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ３ ３ 号 議 案 

   岡山市子ども医療費給付条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市子ども医療費給付条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市子ども医療費給付条例の一部を改正する条例 

 岡山市子ども医療費給付条例（昭和４８年市条例第４７号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２条第１項第１号中「満６歳」を「６歳」に改め，同項第２号を次のように改める。 

(2) ６歳に達した日以後の最初の３月３１日の翌日から１２歳に達した日以後の最初の

３月３１日までの間にある者（以下「児童」という。） 

第２条第１項に次の１号を加える。 

(3) １２歳に達した日以後の最初の３月３１日の翌日から１８歳に達した日以後の最初

の３月３１日までの間にある者（以下「生徒等」という。） 

第４条第３号中「児童」を「生徒等」に改め，同号を同条第４号とし，同条第２号中

「児童のうち，満１２歳に達した日以後の最初の３月３１日までの間にある者」を「生徒

等」に改め，同号を同条第３号とし，同条第１号の次に次の１号を加える。 

(2) 児童 自己負担額 

第６条中「保護者」の次に「又は１８歳の受給資格者（以下「保護者等」という。）」

を加え，「次の各号」を「第４条各号」に，「当該各号に掲げる受給資格証」を「子ども

医療費受給資格証（以下「受給資格証」という。）」に改め，同条各号を削る。 

第７条中「保護者」を「保護者等」に改める。 

 第９条中「出生の日から満１５歳に達した日以後の最初の３月３１日まで」を「第２条

第１項各号に掲げる子どもの区分に応じ，当該各号の規定による期間」に改める。 



 第１０条中「又は被保険者資格証明書」を「，被保険者資格証明書その他の被保険者等

であることを証する書類」に改める。 

 第１２条中「保護者」を「保護者等」に改め，「，住所」を削る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，公布の日から起算して１年を超えない範囲内において規則で定める日か

ら施行する。ただし，附則第４項の規定は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の岡山市子ども医療費給付条例（以下「新条例」という。）の規定は，この条

例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に療養を受けた者から適用する。 

３ 施行日において新条例の規定による受給資格者である者については，新条例第６条の

規定による申請があったものとみなす。 

４ 施行日前においても，新条例の規定による受給資格証の交付に関し，必要な交付申請 

その他の行為を行うことができる。 

 

 

提案理由 

 子ども医療費助成制度の給付対象者の範囲を拡充する等のため，本条例の一部を改正し

ようとするものである。 



甲 第 ３ ４ 号 議 案 

   岡山市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める

条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部

を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める 

条例の一部を改正する条例 

岡山市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成

２４年市条例第７９号）の一部を次のように改正する。 

第５条に次の１項を加える。 

９ 第１項の規定にかかわらず，保育所若しくは家庭的保育事業所等（岡山市家庭的保育

事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年市条例第１２１号）第２

条に規定する家庭的保育事業所等（居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。）をいう。

以下同じ。）に入所し，又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定児童発

達支援事業所に入所している障害児を交流させるときは，障害児の支援に支障がない場

合に限り，障害児の支援に直接従事する従業者については，これら児童への保育に併せ

て従事させることができる。 

第６条に次の１項を加える。 

９ 前項の規定にかかわらず，保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し，又は幼保連

携型認定こども園に入園している児童と指定児童発達支援事業所に入所している障害児

を交流させるときは，障害児の支援に支障がない場合に限り，障害児の支援に直接従事

する従業者については，これら児童への保育に併せて従事させることができる。 



第４０条の次に次の２条を加える。 

（安全計画の策定等） 

第４０条の２ 指定児童発達支援事業者は，障害児の安全の確保を図るため，指定児童発

達支援事業所ごとに，当該指定児童発達支援事業所の設備の安全点検，従業者，障害児

等に対する事業所外での活動，取組等を含めた指定児童発達支援事業所での生活その他

の日常生活における安全に関する指導，従業者の研修及び訓練その他指定児童発達支援

事業所における安全に関する事項についての計画（以下この条において「安全計画」と

いう。）を策定し，当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は，従業者に対し，安全計画について周知するとともに，前

項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定児童発達支援事業者は，障害児の安全の確保に関して保護者との連携が図られる

よう，保護者に対し，安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。 

４ 指定児童発達支援事業者は，定期的に安全計画の見直しを行い，必要に応じて安全計

画の変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第４０条の３ 指定児童発達支援事業者は，障害児の事業所外での活動，取組等のための

移動その他の障害児の移動のために自動車を運行するときは，障害児の乗車及び降車の

際に，点呼その他の障害児の所在を確実に把握することができる方法により，障害児の

所在を確認しなければならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は，障害児の送迎を目的とした自動車（運転者席及びこれと

並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しない

ものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に障害児の見落としのおそれが少ないと

認められるものを除く。）を日常的に運行するときは，当該自動車にブザーその他の車

内の障害児の見落としを防止する装置を備え，これを用いて前項に定める所在の確認

（障害児の降車の際に限る。）を行わなければならない。 

第４６条を次のように改める。 

第４６条 削除 

第５５条に次の１項を加える。 



３ 第１項の規定にかかわらず，保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し，又は幼保

連携型認定こども園に入園している児童と基準該当児童発達支援事業所に入所している

障害児を交流させるときは，障害児の支援に支障がない場合に限り，障害児の支援に直

接従事する従業者については，これら児童への保育に併せて従事させることができる。 

第５８条中「，第４６条」を削る。 

第６２条に次の１項を加える。 

４ 前項の規定にかかわらず，保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し，又は幼保連

携型認定こども園に入園している児童と指定医療型児童発達支援事業所に入所している

障害児を交流させるときは，障害児の支援に支障がない場合に限り，障害児の支援に直

接従事する従業者については，これら児童への保育に併せて従事させることができる。 

第８０条の９及び第８８条中「第３８条の２」の次に「，第４０条の２，第４０条の３

第１項」を加える。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和５年４月１日から施行する。ただし，第４６条及び第５８条の改正

規定は，公布の日から施行する。 

（安全計画の策定等に係る経過措置） 

２ 令和６年３月３１日までの間，この条例による改正後の岡山市指定通所支援の事業等

の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新条例」という。）第４０

条の２（新条例第５４条の５，第５８条，第７０条，第７７条，第７７条の２，第８０

条，第８０条の９及び第８８条において準用する場合を含む。）の規定の適用について

は，この規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と，「実施し

なければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と，「周知しなければ」とあるの

は「周知するよう努めなければ」とする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置） 

３ 新条例第４０条の３第２項（新条例第５４条の５，第５８条，第７０条，第７７条，

第７７条の２及び第８０条において準用する場合を含む。）の規定の適用については，

指定児童発達支援事業者において障害児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する



場合であって，当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の障害児の見落としを

防止する装置（以下この項において「ブザー等」という。）を備えること及びこれを用

いることにつき困難な事情があるときは，令和６年３月３１日までの間，当該自動車に

ブザー等を備えないことができる。この場合において，障害児の送迎を目的とした自動

車を日常的に運行する指定児童発達支援事業者は，ブザー等の設置に代わる措置を講じ

て障害児の所在の確認を行わなければならない。 

 

 

提案理由 

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準（平成２

４年厚生労働省令第１５号）の一部改正に伴い，指定児童発達支援事業者等に自動車を運

行する場合の障害児の所在確認を義務付ける等のため，本条例の一部を改正しようとする

ものである。 



甲 第 ３ ５ 号 議 案 

   岡山市指定障害児入所施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める

条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市指定障害児入所施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部

を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市指定障害児入所施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める 

条例の一部を改正する条例 

 岡山市指定障害児入所施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成

２４年市条例第８０号）の一部を次のように改正する。 

第３７条の次に次の２条を加える。 

（安全計画の策定等） 

第３７条の２ 指定福祉型障害児入所施設は，障害児の安全の確保を図るため，当該指定

福祉型障害児入所施設の設備の安全点検，従業者，障害児等に対する施設外での活動，

取組等を含めた指定福祉型障害児入所施設での生活その他の日常生活における安全に関

する指導，従業者の研修及び訓練その他指定福祉型障害児入所施設における安全に関す

る事項についての計画（以下この条において「安全計画」という。）を策定し，当該安

全計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は，従業者に対し，安全計画について周知するとともに，

前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定福祉型障害児入所施設は，定期的に安全計画の見直しを行い，必要に応じて安全

計画の変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 



第３７条の３ 指定福祉型障害児入所施設は，障害児の施設外での活動，取組等のための

移動その他の障害児の移動のために自動車を運行するときは，障害児の乗車及び降車の

際に，点呼その他の障害児の所在を確実に把握することができる方法により，障害児の

所在を確認しなければならない。 

 第４３条を次のように改める。 

第４３条 削除 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和５年４月１日から施行する。ただし，第４３条の改正規定は，公布

の日から施行する。 

（安全計画の策定等に係る経過措置） 

２ 令和６年３月３１日までの間，この条例による改正後の岡山市指定障害児入所施設等

の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新条例」という。）第３７

条の２（新条例第５７条において準用する場合を含む。）の規定の適用については，こ

の規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と，「実施しなけれ

ば」とあるのは「実施するよう努めなければ」と，「周知しなければ」とあるのは「周

知するよう努めなければ」とする。 

 

 

提案理由 

児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員，設備及び運営に関する基準（平成２

４年厚生労働省令第１６号）の一部改正に伴い，指定障害児入所施設に自動車を運行する

場合の障害児の所在確認を義務付ける等のため，本条例の一部を改正しようとするもので

ある。 



甲 第 ３ ６ 号 議 案 

   岡山市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例 

 岡山市子ども・子育て会議条例（平成２５年市条例第２８号）の一部を次のように改正

する。 

 第１条中「第７７条第１項」を「第７２条第１項」に改める。 

 第２条第１号中「第７７条第１項各号」を「第７２条第１項各号」に改める。 

   附 則 

 この条例は，令和５年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

子ども・子育て支援法の一部改正に伴い，所要の措置を講ずるため，本条例の一部を改

正しようとするものである。 



甲 第 ３ ７ 号 議 案 

   岡山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正 

する条例の制定について 

 岡山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を

次のように制定するものとする。 

  令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正 

する条例 

第１条 岡山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年市条

例第９６号）の一部を次のように改正する。 

  第１３条を次のように改める。 

第１３条 削除 

第２条 岡山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のよう

に改正する。 

  第７条第６項中「第１３条の２」を「第１３条，第１３条の２」に改め，同条の次に

次の２条を加える。 

（安全計画の策定等） 

第７条の２ 児童福祉施設（助産施設，児童遊園及び児童家庭支援センターを除く。以

下この条及び次条において同じ。）は，児童の安全の確保を図るため，当該児童福祉

施設の設備の安全点検，職員，児童等に対する施設外での活動，取組等を含めた児童

福祉施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導，職員の研修及び訓練

その他児童福祉施設における安全に関する事項についての計画（以下この条において

「安全計画」という。）を策定し，当該安全計画に従い必要な措置を講じなければな



らない。 

２ 児童福祉施設は，職員に対し，安全計画について周知するとともに，前項の研修及

び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 保育所及び児童発達支援センターは，児童の安全の確保に関して保護者との連携が

図られるよう，保護者に対し，安全計画に基づく取組の内容等について周知しなけれ

ばならない。 

４ 児童福祉施設は，定期的に安全計画の見直しを行い，必要に応じて安全計画の変更

を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第７条の３ 児童福祉施設は，児童の施設外での活動，取組等のための移動その他の児

童の移動のために自動車を運行するときは，児童の乗車及び降車の際に，点呼その他

の児童の所在を確実に把握することができる方法により，児童の所在を確認しなけれ

ばならない。 

２ 保育所及び児童発達支援センターは，児童の送迎を目的とした自動車（運転者席及

びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席

を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に児童の見落としのおそれ

が少ないと認められるものを除く。）を日常的に運行するときは，当該自動車にブザ

ーその他の車内の児童の見落としを防止する装置を備え，これを用いて前項に定める

所在の確認（児童の降車の際に限る。）を行わなければならない。 

第１０条ただし書を削り，同条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定は，入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所している

者の保護に直接従事する職員については，適用しない。ただし，保育所の設備及び職

員については，その行う保育に支障がない場合は，この限りでない。 

第１３条を次のように改める。 

（業務継続計画の策定等） 

第１３条 児童福祉施設（障害児入所施設等を除く。以下この条において同じ。）は，

感染症や非常災害の発生時において，利用者に対する支援の提供を継続的に実施する

ための，及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下この条において



「業務継続計画」という。）を策定し，当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる

よう努めなければならない。 

２ 児童福祉施設は，職員に対し，業務継続計画について周知するとともに，必要な研

修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。 

３ 児童福祉施設は，定期的に業務継続計画の見直しを行い，必要に応じて業務継続計

画の変更を行うよう努めるものとする。 

  第１３条の２の見出しを削り，同条第１項中「以下」の次に「この条において」を加

える。 

第１４条第２項中「必要な措置を講ずる」を「，職員に対し，感染症及び食中毒の予

防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を

定期的に実施する」に改める。 

第８３条に次の１項を加える。 

１０ 第１０条第２項の規定にかかわらず，保育所若しくは家庭的保育事業所等（岡山

市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年市条例第

１２１号）第２条に規定する家庭的保育事業所等（居宅訪問型保育事業を行う場所を

除く。）をいう。第８９条第２項において同じ。）に入所し，又は幼保連携型認定こ

ども園に入園している児童と福祉型児童発達支援センターに入所している障害児を交

流させるときは，障害児の支援に支障がない場合に限り，障害児の支援に直接従事す

る職員については，これら児童への保育に併せて従事させることができる。 

第８９条に次の１項を加える。 

２ 第１０条第２項の規定にかかわらず，保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し，

又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と医療型児童発達支援センターに入

所している障害児を交流させるときは，障害児の支援に支障がない場合に限り，障害

児の支援に直接従事する職員については，これら児童への保育に併せて従事させるこ

とができる。 

  附則第３条中「乳児４人以上を入所させる保育所に係る」を削り，「准看護師」の次

に「（以下この条において「看護師等」という。）」を加え，同条に次のただし書を加

える。    



ただし，乳児の数が４人未満である保育所については，子育てに関する知識と経験

を有する看護師等を配置し，かつ，当該看護師等が保育を行うに当たって当該保育所

の保育士による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例中第１条の規定は公布の日から，第２条の規定は令和５年４月１日から施行

する。 

（安全計画の策定等に係る経過措置） 

２ 第２条の規定の施行の日から令和６年３月３１日までの間，第２条の規定による改正

後の岡山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（以下「新条例」と

いう。）第７条の２の規定（保育所に係るものを除く。）の適用については，この規定

中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と，「実施しなければ」と

あるのは「実施するよう努めなければ」と，「周知しなければ」とあるのは「周知する

よう努めなければ」とする。  

（自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置） 

３ 新条例第７条の３第２項の規定の適用については，保育所及び児童発達支援センター

において児童の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって，当該自動車

に同項に規定するブザーその他の車内の児童の見落としを防止する装置（以下この項に

おいて「ブザー等」という。）を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情が

あるときは，令和６年３月３１日までの間，当該自動車にブザー等を備えないことがで

きる。この場合において，児童の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する保育所及

び児童発達支援センターは，ブザー等の設置に代わる措置を講じて児童の所在の確認を

行わなければならない。 

 

提案理由 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）等の一部改

正に伴い，児童福祉施設に自動車を運行する場合の児童の所在確認を義務付ける等のため，

本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ３ ８ 号 議 案 

   岡山市立勤労青少年ホーム条例を廃止する条例の制定について 

 岡山市立勤労青少年ホーム条例を廃止する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市立勤労青少年ホーム条例を廃止する条例 

 岡山市立勤労青少年ホーム条例（昭和４６年市条例第３０号）は，廃止する。 

   附 則 

 この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 岡山市立勤労青少年ホームを廃止するため，本条例を廃止しようとするものである。      



甲 第 ３ ９ 号 議 案 

   岡山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の 

一部を改正する条例の制定について 

 岡山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の    

一部を改正する条例 

 岡山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年

市条例第１１８号）の一部を次のように改正する。 

 第６条の次に次の２条を加える。 

 （安全計画の策定等） 

第６条の２ 放課後児童健全育成事業者は，利用者の安全の確保を図るため，放課後児童 

 健全育成事業所ごとに，当該放課後児童健全育成事業所の設備の安全点検，職員，利用 

 者等に対する事業所外での活動，取組等を含めた放課後児童健全育成事業所での生活そ 

 の他の日常生活における安全に関する指導，職員の研修及び訓練その他放課後児童健全 

 育成事業所における安全に関する事項についての計画（以下この条において「安全計 

 画」という。）を策定し，当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は，職員に対し，安全計画について周知するとともに，前 

 項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は，利用者の安全の確保に関して保護者との連携が図られ 

るよう，保護者に対し，安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならな

い。 



４ 放課後児童健全育成事業者は，定期的に安全計画の見直しを行い，必要に応じて安全 

 計画の変更を行うものとする。 

 （自動車を運行する場合の所在の確認） 

第６条の３ 放課後児童健全育成事業者は，利用者の事業所外での活動，取組等のための 

 移動その他の利用者の移動のために自動車を運行するときは，利用者の乗車及び降車の 

 際に，点呼その他の利用者の所在を確実に把握することができる方法により，利用者の 

 所在を確認しなければならない。 

 第１２条の次に次の１条を加える。 

 （業務継続計画の策定等） 

第１２条の２ 放課後児童健全育成事業者は，放課後児童健全育成事業所ごとに，感染症 

 や非常災害の発生時において，利用者に対する支援の提供を継続的に実施するための， 

 及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下この条において「業務継続 

 計画」という。）を策定し，当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなけ 

 ればならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は，職員に対し，業務継続計画について周知するとともに， 

 必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は，定期的に業務継続計画の見直しを行い，必要に応じて 

 業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。 

 第１３条第２項中「必要な措置を講ずる」を「，職員に対し，感染症及び食中毒の予防

及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期

的に実施する」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和５年４月１日から施行する。 

 （安全計画の策定等に係る経過措置） 

２ 令和６年３月３１日までの間，この条例による改正後の岡山市放課後児童健全育成事

業の設備及び運営に関する基準を定める条例第６条の２の規定の適用については，この

規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と，「実施しなけれ



ば」とあるのは「実施するよう努めなければ」と，「周知しなければ」とあるのは「周

知するよう努めなければ」とする。 

 

 

提案理由 

 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６３

号）の一部改正に伴い，放課後児童健全育成事業者に自動車を運行する場合の利用者の所

在確認を義務付ける等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ４ ０ 号 議 案 

   特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を

次のように制定するものとする。 

  令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正 

する条例 

 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年市条例第３

６号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１医師である嘱託員の項の次に次のように加える。 

弁護士である嘱託員 ４１，２５０円以内   

 

 

 

 

   附 則 

この条例は，令和５年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 報酬を支給する特別職の職員の区分に弁護士である嘱託員を追加する等のため，本条例

の一部を改正しようとするものである。 

を 

「 

別表第３中 医師である嘱託員 
」 

に改める。 

「 

医師である嘱託員 

弁護士である嘱託員 

 
」 



甲 第 ４ １ 号 議 案 

   岡山市幼保連携型認定こども園の学級の編制，職員，設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市幼保連携型認定こども園の学級の編制，職員，設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市幼保連携型認定こども園の学級の編制，職員，設備及び運営に関する 

基準を定める条例の一部を改正する条例 

第１条 岡山市幼保連携型認定こども園の学級の編制，職員，設備及び運営に関する基準

を定める条例（平成２６年市条例第１２０号）の一部を次のように改正する。  

  第１３条第１項中「から第１３条まで」を「，第１２条」に改め，同項の表第１３条

の部を削り，同表第５１条の部保育所の長の項中「園長」を「就学前の子どもに関する

教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律第１４条第１項に規定する園長」に改

める。 

第２条 岡山市幼保連携型認定こども園の学級の編制，職員，設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を次のように改正する。 

第１３条第１項中「，第１２条」を「から第１３条まで」に改め，同項の表第１２条

の部の次に次のように加える。 

第１３条第１項 利用者に対する支援の提供 園児の教育及び保育（満３歳未満

の園児については，その保育。以

下同じ。） 

第１３条第１項の表第２１条第１項の部援助の項中「（満３歳未満の園児については，

その保育。以下同じ。）」を削り，同条第２項中「同条中」を「同条第１項中」に改め，



「社会福祉施設等」と，」の次に「同条第２項中」を，「便所」と」の次に「，「保育

所の設備及び職員については，」とあるのは職員については「他の社会福祉施設の職員

に兼ねる場合であって，」と，設備については「他の社会福祉施設の設備に兼ねる場合

であって，」と」を加える。 

附則第８条中「前２条」を「前３条」に，「又は市長」を「，市長」に，「認める者

をもって」を「認める者又は看護師等をもって」に，「並びに市長」を「，市長」に，

「認める者の総数」を「認める者並びに看護師等の総数」に改め，同条を附則第９条と

し，附則第７条の次に次の１条を加える。 

第８条 第５条第３項の表備考第１項に定める者については，当分の間，１人に限って，

当該幼保連携型認定こども園に勤務する保健師，看護師又は准看護師（以下「看護師

等」という。）をもって代えることができる。ただし，満１歳未満の園児の数が４人

未満である幼保連携型認定こども園については，子育てに関する知識と経験を有する

看護師等を配置し，かつ，当該看護師等が保育を行うに当たって第５条第３項の表備

考第１項に定める者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

２ 前項の場合において，当該看護師等は補助者として従事する場合を除き，教育課程

に基づく教育に従事してはならない。 

附 則 

この条例中第１条の規定は公布の日から，第２条の規定は令和５年４月１日から施行す

る。 

 

 

提案理由 

 幼保連携型認定こども園の学級の編制，職員，設備及び運営に関する基準（平成２６年

内閣府・文部科学省・厚生労働省令第１号）の一部改正に伴い，幼保連携型認定こども園

の職員及び設備を他の社会福祉施設の職員及び設備に兼ねることができるようにする等の

ため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ４ ２ 号 議 案 

   岡山市幼稚園型認定こども園，保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こ

ども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市幼稚園型認定こども園，保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認

定の要件を定める条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市幼稚園型認定こども園，保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こ 

ども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例 

 岡山市幼稚園型認定こども園，保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認

定の要件を定める条例（平成３０年市条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

第１１条中第１１項を第１３項とし，第１０項を第１２項とし，第９項を第１１項とし，

第８項の次に次の２項を加える。 

９ 認定こども園は，園児の通園，園外における学習のための移動その他の園児の移動の

ために自動車を運行するときは，園児の乗車及び降車の際に，点呼その他の園児の所在

を確実に把握することができる方法により，園児の所在を確認しなければならない。 

１０ 認定こども園は，通園を目的とした自動車（運転者席及びこれと並列の座席並びに

これらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の

態様を勘案してこれと同程度に園児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除

く。）を運行するときは，当該自動車にブザーその他の車内の園児の見落としを防止す

る装置を備え，これを用いて前項に定める所在の確認（園児の自動車からの降車の際に

限る。）を行わなければならない。 

 附則第３項中「附則第６項」を「附則第７項」に改める。 

附則第６項の表に次のように加える。 



附則第６項 第５条第１項の規定により置かなければなら

ない保育士の資格を有する者 

看護師等 

附則第６項を附則第７項とし，附則第５項の次に次の１項を加える。 

６ 第５条第１項の規定により置かなければならない保育士の資格を有する者については，

当分の間，１人に限って，当該認定こども園に勤務する保健師，看護師又は准看護師

（以下「看護師等」という。）をもって代えることができる。ただし，満１歳未満の園

児の数が４人未満である認定こども園については，子育てに関する知識と経験を有する

看護師等を配置し，かつ，当該看護師等が保育を行うに当たって当該認定こども園の保

育士の資格を有する者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第１１条第１０項の規定の適用については，認定こども園において同項に規

定する自動車を運行する場合であって，当該自動車に同項に規定するブザーその他の車

内の園児の見落としを防止する装置（以下「ブザー等」という。）を備えることにつき

困難な事情があるときは，令和６年３月３１日までの間，当該自動車にブザー等を備え

て同条第９項に定める園児の所在の確認を行うことを要しない。この場合において，当

該認定こども園は，ブザー等の設置及び使用に代わる措置を講じて園児の所在の確認を

行わなければならない。 

 

 

提案理由 

 幼稚園型認定こども園等の設備及び運営に関する基準を定める告示の一部改正に伴い，

幼稚園型認定こども園等に自動車を運行する場合の園児の所在確認を義務付ける等のため，

本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ４ ３ 号 議 案 

   岡山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例の制定について 

 岡山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例を次のように制定するものとする。 

  令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例 

 岡山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年市条例

第１２１号）の一部を次のように改正する。 

第７条の次に次の２条を加える。 

（安全計画の策定等） 

第７条の２ 家庭的保育事業者等は，利用乳幼児の安全の確保を図るため，家庭的保育事

業所等ごとに，当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検，職員，利用乳幼児等に対す

る事業所外での活動，取組等を含めた家庭的保育事業所等での生活その他の日常生活に

おける安全に関する指導，職員の研修及び訓練その他家庭的保育事業所等における安全

に関する事項についての計画（以下この条において「安全計画」という。）を策定し，

当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は，職員に対し，安全計画について周知するとともに，前項の研

修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 家庭的保育事業者等は，利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が図られる

よう，保護者に対し，安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。 

４ 家庭的保育事業者等は，定期的に安全計画の見直しを行い，必要に応じて安全計画の



変更を行うものとする。 

 （自動車を運行する場合の所在の確認） 

第７条の３ 家庭的保育事業者等は，利用乳幼児の事業所外での活動，取組等のための移

動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは，利用乳幼児の乗車及び

降車の際に，点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握することができる方法により，

利用乳幼児の所在を確認しなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業者を除く。）は，利用乳幼児の送迎を目的

とした自動車（運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた

前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に利

用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。）を日常的に運行する

ときは，当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備

え，これを用いて前項に定める所在の確認（利用乳幼児の降車の際に限る。）を行わな

ければならない。 

 第１０条中「設置するときは」の次に「，その行う保育に支障がない場合に限り」を加

え，同条ただし書を削る。  

 第１３条を次のように改める。 

第１３条 削除 

第１４条第２項中「必要な措置を講ずる」を「，職員に対し，感染症及び食中毒の予防

及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期

的に実施する」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和５年４月１日から施行する。ただし，第１３条の改正規定は，公布

の日から施行する。 

 （自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置） 

２ 改正後の第７条の３第２項の規定の適用については，家庭的保育事業者等において利

用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって，当該自動車に同

項に規定するブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置（以下この項



において「ブザー等」という。）を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情

があるときは，令和６年３月３１日までの間，当該自動車にブザー等を備えないことが

できる。この場合において，利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する

家庭的保育事業者等は，ブザー等の設置に代わる措置を講じて利用乳幼児の所在の確認

を行わなければならない。 

 

 

提案理由 

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号）の

一部改正に伴い，家庭的保育事業者等に自動車を運行する場合の利用乳幼児の所在確認を

義務付ける等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ４ ４ 号 議 案 

   岡山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例 

岡山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

（平成２６年市条例第１２２号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２項中「第１９条第１項」を「第１９条」に改め，同項第３号中「同項第３

号」を「同条第３号」に改める。 

第６条第２項及び第３項，第７条第２項，第８条並びに第１３条第４項第３号ア及びイ

中「第１９条第１項」を「第１９条」に改める。 

第１５条第１項第３号中「第２５条」を「第２５条第１項」に，「教育内容」を「保育

内容」に改める。 

第２０条第４号中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改める。 

第２６条を次のように改める。 

第２６条 削除  

 第３５条，第３６条，第３７条第２項，第３９条第２項，第５１条及び第５２条中「第

１９条第１項」を「第１９条」に改める。 

附 則 

この条例は，令和５年４月１日から施行する。ただし，第２６条の改正規定は，公布の



日から施行する。 

 

 

提案理由 

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運

営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号）の一部改正等に伴い，懲戒に係る権限の

濫用禁止の規定を削除する等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ４ ５ 号 議 案 

   岡山市立認定こども園条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市立認定こども園条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市立認定こども園条例の一部を改正する条例 

 岡山市立認定こども園条例（平成２７年市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

第４条の表岡山市今認定こども園の項の次に次のように加える。 

岡山市野谷認定こども園 岡山市北区栢谷１７２４番地３ 

第５条中「第１９条第１項各号」を「第１９条各号」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和５年４月１日から施行する。 

（岡山市立保育所条例の一部改正） 

２ 岡山市立保育所条例（昭和３９年市条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

第２条の表岡山市野谷保育園の項を削る。 

第３条中「第１９条第１項第２号及び第３号」を「第１９条第２号及び第３号」に改

める。 

（岡山市立学校条例の一部改正） 

３  岡山市立学校条例（昭和３９年市条例第４９号）の一部を次のように改正する。 

第１条第１号の表岡山市立野谷幼稚園の項を削る。 

 

 

提案理由 



岡山市野谷認定こども園を設置する等のため，本条例の一部を改正しようとするもので

ある。 



甲 第 ４ ６ 号 議 案 

   岡山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の利用者負担額に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の利用者負担額に関する条例の一

部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の利用者負担額に関す 

る条例の一部を改正する条例 

 岡山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の利用者負担額に関する条例（平

成２７年市条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項第１号中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め，同項第

２号中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に，「第１９条第１項第３号」を

「第１９条第３号」に改める。 

   附 則 

 この条例は，令和５年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 子ども・子育て支援法の一部改正に伴い，所要の措置を講ずるため，本条例の一部を改

正しようとするものである。 



甲 第 ４ ７ 号 議 案 

   岡山市サウスヴィレッジ条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市サウスヴィレッジ条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市サウスヴィレッジ条例の一部を改正する条例 

 岡山市サウスヴィレッジ条例（平成２２年市条例第４９号）の一部を次のように改正す

る。 

      「 

別表第１中                                   を 

                                      」 

「 

 

 

 

 

 

 

       」 

同表備考３中「食堂」を「レストラン，バーベキューコーナー，カフェテリア」に改める。 

「 

       

                                    を 

 」 

食堂 １月につき ６２２，７７８円 

屋内１平方メートル１日につき 

屋外１平方メートル１日につき 

４４円 

２２円 

に改め， 

別表第２中 を 

レストラン １月につき ２８７，１０１円 

１日につき １１，４８４円 

バーベキューコーナー（接

続する広場を含む。） 

１月につき １５３，２０３円 

１日につき ６，１２８円 

カフェテリア（テラスを含

む。） 

１月につき １８２，４７４円 

１日につき ７，２９９円 

 



「 

 

 

 

 

３ 半日とは，９時から１３時まで及び１３時から１７時までをいう。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和５年４月１日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日から

施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前においても，岡山市サウスヴィレ

ッジ条例第９条の規定に基づく使用の許可に関し必要な手続を行うことができる。 

３ 改正後の別表第１及び別表第２の規定は，施行日以後の使用に係る使用料及び利用料

金について適用し，同日前の使用に係る使用料及び利用料金については，なお従前の例

による。 

 

 

提案理由 

 岡山市サウスヴィレッジの施設区分を改める等のため，本条例の一部を改正しようとす

るものである。 

に改め，同表備考に次のように加える。 

」 

屋内１平方メートル１日につき ４４円 

屋内１平方メートル半日につき ２２円 

屋外１平方メートル１日につき ２２円 

屋外１平方メートル半日につき １１円 

 



甲 第 ４ ８ 号 議 案 

   岡山市屋外広告物条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市屋外広告物条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市屋外広告物条例の一部を改正する条例 

 岡山市屋外広告物条例（平成７年市条例第５１号）の一部を次のように改正する。 

 第８条第３項に次の１号を加える。 

 (3) 公益上必要な施設又は物件で市長が指定するものに表示し，又は設置する広告物又

は掲出物件であって，その広告料収入を当該公益上必要な施設又は物件の設置又は管

理に要する費用に充てるもので，規則で定める基準に適合するもの 

 第１６条第１項中「ただし，」の次に「国若しくは地方公共団体が許可を受けようとす

るとき，又は」を加える。 

 第３８条第１号中「第４条第１項」を「第４条又は第８条第３項第３号」に，「又はこ

れを変更」を「これを変更し，又は廃止」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

 （岡山市景観条例の一部改正） 

２ 岡山市景観条例（平成１９年市条例第６８号）の一部を次のように改正する。 

  第３１条第１６号中「第４条」の次に「又は第８条第３項第３号」を加える。 

 

 

提案理由 



 禁止地域における公益上必要な施設等に係る屋外広告物の表示等の規制を緩和する等の

ため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ４ ９ 号 議 案 

   岡山市城下地下広場条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市城下地下広場条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市城下地下広場条例の一部を改正する条例 

 岡山市城下地下広場条例（平成２０年市条例第１３６号）の一部を次のように改正する。 

第５条第３号中「前２号」を「前３号」に改め，同号を同条第４号とし，同条中第２号

を第３号とし，第１号の次に次の１号を加える。 

 (2) 広場の利用料金の収入の実績 

 第９条の次に次の３条を加える。 

 （利用料金） 

第９条の２ 第２条の規定により，広場の管理を指定管理者に行わせる場合においては，

前条の規定にかかわらず，第６条第１項の許可を受けた者は，次項の規定により定めら

れた利用料金を指定管理者に納付しなければならない。 

２ 指定管理者が管理する広場の利用料金は，別表に定める額の範囲内において，指定管

理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。 

 （利用料金の収入） 

第９条の３ 市長は，指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。 

（指定管理者の指定の取消し等があった場合における使用料の取扱い） 

第９条の４ 第６条第１項の許可を受けた者は，指定管理者の指定が取り消されたとき，

又は管理の業務の全部の停止を命ぜられたときは，第９条の２第２項の規定により定め

られた額を広場の使用料として市に納付しなければならない。 

別表中「第９条」の次に「，第９条の２」を加える。 



   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に広場の利用の許可を受けた者に係る使用料については，なお

従前の例による。 

 

 

提案理由 

 岡山市城下地下広場に利用料金制を設けるため，本条例の一部を改正しようとするもの

である。 



甲 第 ５ ０ 号 議 案 

   岡山市営駐車場条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市営駐車場条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市営駐車場条例の一部を改正する条例 

 岡山市営駐車場条例（昭和４６年市条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

 第１条の６第３号中「前２号」を「前３号」に改め，同号を同条第４号とし，同条中第

２号を第３号とし，第１号の次に次の１号を加える。 

 (2) 駐車場の利用料金の収入の実績 

 第４条の次に次の３条を加える。 

 （利用料金） 

第４条の２ 第１条の３の規定により，駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合におい

ては，前条の規定にかかわらず，使用者は，次項の規定により定められた利用料金を指

定管理者に納付しなければならない。 

２ 指定管理者が管理する駐車場の利用料金は，１台１時間当たり１，０４０円の範囲内

において，指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。 

 （利用料金の収入） 

第４条の３ 市長は，指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。 

（指定管理者の指定の取消し等があった場合における使用料の取扱い） 

第４条の４ 使用者は，指定管理者の指定が取り消されたとき，又は管理の業務の全部の

停止を命ぜられたときは，第４条の２第２項の規定により定められた額を駐車場の使用

料として市に納付しなければならない。 

   附 則 



 （施行期日） 

１ この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に駐車場の使用の許可を受けた者に係る使用料については，な

お従前の例による。 

 

 

提案理由 

 岡山市営駐車場に利用料金制を設けるため，本条例の一部を改正しようとするものであ

る。 



甲 第 ５ １ 号 議 案 

   岡山市パークアンドライド駐車場条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市パークアンドライド駐車場条例の一部を改正する条例を次のように制定するもの

とする。 

  令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市パークアンドライド駐車場条例の一部を改正する条例 

 岡山市パークアンドライド駐車場条例（平成６年市条例第６８号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条の５第３号中「前２号」を「前３号」に改め，同号を同条第４号とし，同条中第

２号を第３号とし，第１号の次に次の１号を加える。 

 (2) 駐車場の利用料金の収入の実績 

 第７条第１項中「，１台１時間」を「１台１時間」に改め，同条の次に次の３条を加え

る。 

 （利用料金） 

第７条の２ 第２条の２の規定により，駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合におい

ては，前条の規定にかかわらず，使用者は，次項の規定により定められた利用料金を指

定管理者に納付しなければならない。 

２ 指定管理者が管理する駐車場の利用料金は，定期駐車の場合については１台１月当た

り６，２８０円，一時駐車の場合については１台１時間当たり２１０円の範囲内におい

て，指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。 

 （利用料金の収入） 

第７条の３ 市長は，指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。 

（指定管理者の指定の取消し等があった場合における使用料の取扱い） 



第７条の４ 使用者は，指定管理者の指定が取り消されたとき，又は管理の業務の全部の

停止を命ぜられたときは，第７条の２第２項の規定により定められた額を駐車場の使用

料として市に納付しなければならない。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に駐車場の使用の許可を受けた者に係る使用料については，な

お従前の例による。 

 

 

提案理由 

 パークアンドライド駐車場に利用料金制を設ける等のため，本条例の一部を改正しよう

とするものである。 



甲 第 ５ ２ 号 議 案 

   岡山市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例 

岡山市自転車等駐車場条例（昭和６３年市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

第２条の５第２号中「駐車料」を「利用料金」に改める。 

第３条第２項中「「原動機付自転車」という。）」の次に「，同項第１１号の４に規定

する身体障害者用の車であって原動機を用いたハンドル形のもの（以下「ハンドル形電動

車」という。）」を加え，「とする。この場合において，自動二輪車を駐車することがで

きる駐車場は，別表第２のとおり」を「（以下「自転車等」と総称する。）のうち，別表

第２の左欄に掲げる有料自転車等駐車場の名称の区分に応じ，それぞれ同表の中欄に掲げ

るもの」に改める。 

第７条中「自転車，原動機付自転車及び自動二輪車（以下「自転車等」という。）」を

「自転車等」に改める。 

第１０条第２項中「同額」の次に「とし，ハンドル形電動車の徴収費用の額は，同項の

規定によりその例によるものとされる自転車の額と同額」を加える。 

第１１条の次に次の３条を加える。 

（利用料金） 

第１１条の２ 第２条の２の規定により，自転車等駐車場の管理を指定管理者に行わせる

場合においては，前条の規定にかかわらず，有料駐車場を利用しようとする者は，次項

の規定により定められた利用料金を指定管理者に納付しなければならない。 

２ 指定管理者が管理する有料駐車場の利用料金は，別表第２に定める額の範囲内におい



て，指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。 

 （利用料金の収入） 

第１１条の３ 市長は，指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。 

（指定管理者の指定の取消し等があった場合における駐車料の取扱い） 

第１１条の４ 有料駐車場を利用しようとする者は，指定管理者の指定が取り消されたと

き，又は管理の業務の全部の停止を命ぜられたときは，第１１条の２第２項の規定によ

り定められた額を有料駐車場の駐車料として市に納付しなければならない。 

 別表第１の１有料自転車駐車場の表駅元町北自転車駐車場の項を削る。 

別表第１の２有料自転車等駐車場の表駅前町路上自転車等駐車場の項の次に次のように

加える。 

駅元町北自転車等駐車場 岡山市北区駅元町 

別表第１の２有料自転車等駐車場の表大元駅前自転車等駐車場の項の次に次のように加

える。 

城下地下自転車等駐車場 岡山市北区表町一丁目 

別表第１の２有料自転車等駐車場の表下石井高架下自転車等駐車場の項の次に次のよう

に加える。 

天神町自転車等駐車場 岡山市北区天神町 

別表第２中「第１１条」の次に「，第１１条の２」を加え，同表岡山駅西口地下自転車

駐車場及び駅元町北自転車駐車場の項中「及び駅元町北自転車駐車場」を削り，同表妹尾

駅前自転車等駐車場，西大寺駅前自転車等駐車場，高島駅前自転車等駐車場，大元駅前自

転車等駐車場，東岡山駅前自転車等駐車場及び北長瀬駅南口自転車等駐車場の項中「及び

北長瀬駅南口自転車等駐車場」を「，北長瀬駅南口自転車等駐車場及び天神町自転車等駐

車場」に改め，同表庭瀬駅南口自転車等駐車場の項の次に次のように加える。 

駅元町北自転車等駐車場 自転車及びハンドル

形電動車 

１日又は１回につき１５０円 

城下地下自転車等駐車場 原動機付自転車及び

自動二輪車 

１日又は１回につき２１０円 

   附 則 



 （施行期日） 

１ この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に駐車場の使用を開始した者に係る駐車料については，なお従

前の例による。 

 

 

提案理由 

 自転車等駐車場に利用料金制を設ける等のため，本条例の一部を改正しようとするもの

である。 



甲 第 ５ ３ 号 議 案 

   岡山市レンタサイクル条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市レンタサイクル条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市レンタサイクル条例の一部を改正する条例 

 岡山市レンタサイクル条例（平成１４年市条例第６１号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の５中第３号を第４号とし，第２号を第３号とし，第１号の次に次の１号を加え

る。 

 (2) 岡山市レンタサイクル駐輪場の利用料金の収入の実績 

 第７条の次に次の３条を加える。 

 （利用料金） 

第７条の２ 第２条の２の規定により，岡山市レンタサイクル駐輪場の管理を指定管理者

に行わせる場合においては，前条の規定にかかわらず，利用者は，次項の規定により定

められた利用料金を指定管理者に納付しなければならない。 

２ 指定管理者が管理するレンタサイクルの利用料金は，岡山市自転車等駐車場条例第１

１条第２項の規定による岡山駅東口地下自転車等駐車場における自転車の定期料金（６

月）に係る駐車料相当額の範囲内において，指定管理者があらかじめ市長の承認を得て

定めるものとする。 

 （利用料金の収入） 

第７条の３ 市長は，指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。 

（指定管理者の指定の取消し等があった場合における利用料の取扱い） 

第７条の４ 利用者は，指定管理者の指定が取り消されたとき，又は管理の業務の全部の

停止を命ぜられたときは，第７条の２第２項の規定により定められた額をレンタサイク



ルの利用料として市に納付しなければならない。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前にレンタサイクルの利用の承認を受けた者に係る利用料につい

ては，なお従前の例による。 

 

 

提案理由 

 岡山市レンタサイクル駐輪場に利用料金制を設けるため，本条例の一部を改正しようと

するものである。 



甲 第 ５ ４ 号 議 案 

岡山市児童遊園地条例の一部を改正する条例の制定について 

岡山市児童遊園地条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市児童遊園地条例の一部を改正する条例 

岡山市児童遊園地条例（昭和４８年市条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

別表第１に次のように加える。 

牟佐第３遊園地 岡山市北区牟佐 

郡第５遊園地 岡山市南区郡 

松新町第１６遊園地 岡山市東区松新町 

湊第１２遊園地 岡山市中区湊 

 附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

 牟佐第３遊園地ほか３遊園地を設置するため，本条例の一部を改正しようとするもので

ある。 



甲 第 ５ ５ 号 議 案 

   岡山市駅前広場駐車場条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市駅前広場駐車場条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市駅前広場駐車場条例の一部を改正する条例 

 岡山市駅前広場駐車場条例（平成６年市条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の５中第３号を第４号とし，第２号を第３号とし，第１号の次に次の１号を加え

る。 

 (2) 駐車場の利用料金の収入の実績 

 第４条第２項を削り，同条の次に次の３条を加える。 

 （利用料金） 

第４条の２ 第２条の２の規定により，駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合におい

ては，前条の規定にかかわらず，駐車場の使用者は，次項の規定により定められた利用

料金を指定管理者に納付しなければならない。 

２ 指定管理者が管理する駐車場の利用料金は，岡山市西大寺駅前広場駐車場，岡山市東

岡山駅前広場駐車場及び岡山市北長瀬駅前広場駐車場については１台１時間当たり２０

０円の範囲内で，岡山市金川駅前広場駐車場については１台２４時間当たり５２０円の

範囲内で，岡山市岡山駅前西口広場駐車場については１台１時間当たり４１０円の範囲

内で，指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。 

 （利用料金の収入） 

第４条の３ 市長は，指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。 

（指定管理者の指定の取消し等があった場合における使用料の取扱い） 

第４条の４ 駐車場の使用者は，指定管理者の指定が取り消されたとき，又は管理の業務



の停止を命ぜられたときは，第４条の２第２項の規定により定められた額を駐車場の使

用料として市に納付しなければならない。 

 第７条中「使用者」を「駐車場の使用者」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に駐車場の使用を開始した者に係る使用料については，なお従

前の例による。 

 

 

提案理由 

 岡山市駅前広場駐車場に利用料金制を設ける等のため，本条例の一部を改正しようとす

るものである。 



甲 第 ５ ６ 号 議 案 

   岡山市建築関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

岡山市建築関係事務手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市建築関係事務手数料条例の一部を改正する条例 

 岡山市建築関係事務手数料条例（平成１２年市条例第１６号）の一部を次のように改正

する。 

 第８条中第６１号を第６３号とし，第２３号から第６０号までを２号ずつ繰り下げ，第

２２号を第２３号とし，同号の次に次の１号を加える。 

(24) 法第５８条第２項の規定による建築物の高さの許可の申請に対する審査 １６０，

０００円 

第８条中第２１号を第２２号とし，第１８号から第２０号までを１号ずつ繰り下げ，同

条第１７号中「第５５条第３項各号」を「第５５条第３項又は第４項各号」に改め，同号

を同条第１８号とし，同条中第１６号を第１７号とし，第１３号から第１５号までを１号

ずつ繰り下げ，第１２号の次に次の１号を加える。 

(13) 法第５２条第６項第３号の規定による建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合

に関する特例の認定の申請に対する審査 １２０，０００円 

 第１２条第１項第１号中「等級４」を「等級５以上」に，「等級５」を「等級６以上」

に改め，同号イ中「次に掲げる認定の区分に応じ，それぞれ次に定める額」を「次に掲げ

る建築物の部分の区分に応じ，それぞれ次に定める額を合算して得た額（共用部分の床面

積が０の場合にあっては，（ア）の額）」に改め，同イ（ア）中「住戸部分のみの認定」

を「住戸部分」に改め，同イ（イ）ａからｇまで以外の部分を次のように改める。 

(ｲ) 共用部分 床面積の区分に応じ，それぞれ次に定める額 



第１２条第１項第１号ウ（ア）を次のように改める。 

(ｱ) 住宅部分のみの認定 イ（ア）の額に共用部分の床面積の区分に応じイ（イ）

ａからｇまでに定める額を加えて得た額（共用部分の床面積が０の場合にあって

は，イ（ア）の額） 

第１２条第１項第１号ウ（イ）中「又は建築物全体及び住戸の認定」を削り，「合計し

て」を「合算して」に改め，「及び共用部分の一次エネルギー消費量を計算しない方法に

よる場合」を削り，同ウに次のように加える。 

  (ｳ) 非住宅部分のみの認定 床面積の区分に応じ，それぞれイ（イ）ａからｇまで

に定める額 

 第１２条第１項第２号イ中「次に掲げる認定の区分に応じ，それぞれ次に定める額」を

「次に掲げる建築物の部分の区分に応じ，それぞれ次に定める額を合算して得た額（共用

部分の床面積が０の場合にあっては，（ア）の額）」に改め，同イ（ア）中「住戸部分の

みの認定」を「住戸部分」に改め，同イ（イ）ａからｇまで以外の部分を次のように改め

る。 

(ｲ) 共用部分 床面積の区分に応じ，それぞれ次に定める額 

第１２条第１項第２号ウ（ア）を次のように改める。 

(ｱ) 住宅部分のみの認定 イ（ア）の額に共用部分の床面積の区分に応じイ（イ）

ａからｇまでに定める額を加えて得た額（共用部分の床面積が０の場合にあって

は，イ（ア）の額） 

第１２条第１項第２号ウ（イ）中「又は建築物全体及び住戸の認定」を削り，「合計し

て」を「合算して」に改め，「及び共用部分の一次エネルギー消費量を計算しない方法に

よる場合」を削り，同ウに次のように加える。 

(ｳ) 非住宅部分のみの認定 床面積の区分に応じイ（イ）ａからｇまでに定める額

に，床面積の区分に応じ（イ）ａからｇまでに定める額を加えて得た額 

 第１２条第３項各号列記以外の部分中「変更認定」を「変更の認定の申請」に改め，同

項第１号中「法第５５条第１項」を「都市の低炭素化の促進に関する法律第５５条第１

項」に，「等級４」を「等級５以上」に，「等級５」を「等級６以上」に改め，同号イを

次のように改める。 



イ 共同住宅等 認定を受けた計画の変更に係る建築物の部分について，建築物の部

分の区分に応じ，第１項第１号イに定める額に２分の１を乗じて得た額に，追加さ

れる建築物の部分の区分に応じ，それぞれ同イに定める額を加えて得た額（その額

に１００円未満の端数があるときは，その端数金額を切り捨てた額） 

第１２条第３項第１号ウ中「第１項第１号ウ（ア）又は（イ）」を「第１項第１号ウ

（ア），（イ）又は（ウ）」に，「同号ウ（ア）又は（イ）」を「同ウ（ア），（イ）又

は（ウ）」に改め，同号エ中「同号エ」を「同エ」に改め，同項第２号イを次のように改

める。 

イ 共同住宅等 認定を受けた計画の変更に係る建築物の部分について，建築物の部

分の区分に応じ，第１項第２号イに定める額に２分の１を乗じて得た額に，追加さ

れる建築物の部分の区分に応じ，それぞれ同イに定める額を加えて得た額（その額

に１００円未満の端数があるときは，その端数金額を切り捨てた額） 

第１２条第３項第２号ウ中「第１項第２号ウ（ア）又は（イ）」を「第１項第２号ウ

（ア），（イ）又は（ウ）」に，「同号ウ（ア）又は（イ）」を「同ウ（ア），（イ）又

は（ウ）」に改め，同号エ中「同号エ」を「同エ」に改める。 

 第１４条第１項第１号中「等級４」を「等級５以上」に，「等級５」を「等級６以上」

に改め，同号エを次のように改める。 

エ 複合建築物（非住宅部分を有する共同住宅等をいう。以下この条において同

じ。） 次に掲げる認定の区分に応じ，それぞれ次に定める額 

(ｱ) 住宅部分のみの認定 住宅部分の床面積（共用部分の一次エネルギー消費量を

合計しない方法による場合にあっては，床面積から共用部分の床面積を減じて得

た面積。以下このエにおいて同じ。）の区分に応じ，それぞれイ（ア）から

（エ）までに定める額 

(ｲ) 建築物全体の認定 住宅部分の床面積の区分に応じイ（ア）から（エ）までに

定める額に，非住宅部分の床面積の区分に応じウ（ア）から（キ）までに定める

額を加えて得た額 

(ｳ) 非住宅部分のみの認定 床面積の区分に応じ，それぞれウ（ア）から（キ）ま

でに定める額 



第１４条第１項第２号エを次のように改める。 

エ 複合建築物 次に掲げる認定の区分に応じ，それぞれ次に定める額 

(ｱ) 住宅部分のみの認定 住宅部分の床面積（共用部分の一次エネルギー消費量を

計算しない方法による場合にあっては，床面積から共用部分の床面積を減じて得

た面積。以下このエにおいて同じ。）の区分に応じ，それぞれイ（ア）から

（エ）までに定める額 

(ｲ) 建築物全体の認定 次に掲げる区分に応じ，それぞれ次に定める額 

ａ 非住宅部分についてモデル建物法（基準省令に定める基準のうち規則で定め

るものをいう。以下このエにおいて同じ。）による場合 住宅部分の床面積の

区分に応じ，それぞれイ（ア）から（エ）までに定める額に非住宅部分の床面

積の区分に応じ，それぞれウ（ア）から（キ）までのａに定める額を加えた額 

ｂ 非住宅部分について標準入力法等（基準省令に定める基準のうち規則で定め

るものをいう。以下このエにおいて同じ。）による場合 住宅部分の床面積の

区分に応じ，それぞれイ（ア）から（エ）までに定める額に非住宅部分の床面

積の区分に応じ，それぞれウ（ア）から（キ）までのｂに定める額を加えた額 

(ｳ) 非住宅部分のみの認定 次に掲げる区分に応じ，それぞれ次に定める額 

ａ モデル建物法による場合 床面積の区分に応じ，それぞれウ（ア）から

（キ）までのａに定める額 

ｂ 標準入力法等による場合 床面積の区分に応じ，それぞれウ（ア）から

（キ）までのｂに定める額 

第１４条第３項第１号中「認定建築物エネルギー消費性能向上計画の変更について」を

「変更の認定の申請であって」に，「ない場合」を「ある場合及び同号に掲げる基準以外

の部分の変更の認定の申請の場合」に，「第１項第２号」を「第１項第１号」に改め，同

項第２号中「第１項第１号」を「第１項第２号」に改める。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。ただし，第８条の改正規定は，令和５年４月１日

から施行する。 

 



 

提案理由 

 建築基準法の一部改正等に伴い，再生可能エネルギー源の利用に資する設備の設置に係

る屋根の工事等を行う建築物の高さの許可の申請に対する審査手数料の額を定める等のた

め，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ５ ７ 号 議 案 

   岡山市開発行為許可事務，宅地造成工事許可事務等手数料条例の一部を改正

する条例の制定について 

 岡山市開発行為許可事務，宅地造成工事許可事務等手数料条例の一部を改正する条例を

次のように制定するものとする。 

  令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市開発行為許可事務，宅地造成工事許可事務等手数料条例の一部を改正 

する条例 

 岡山市開発行為許可事務，宅地造成工事許可事務等手数料条例（平成１２年市条例第１

７号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

岡山市開発行為許可事務，宅地造成等に関する工事許可事務等手数料条例 

 第１条中「宅地造成工事許可事務等」を「宅地造成等に関する工事許可事務等」に改め

る。 

第２条中「宅地造成等規制法」を「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改める。 

 第４条の見出し中「宅地造成」を「宅地造成等」に改め，同条第１項中「宅地造成等規

制法第８条第１項本文の規定による宅地造成」を「宅地造成及び特定盛土等規制法第１２

条第１項の規定による宅地造成等又は第３０条第１項の規定による特定盛土等若しくは土

石の堆積」に改め，同項各号中「切土又は盛土」を「盛土，切土又は土石の堆積」に改め，

同条第２項中「宅地造成等規制法第１２条第１項の規定による宅地造成」を「宅地造成及

び特定盛土等規制法第１６条第１項の規定による宅地造成等又は第３５条第１項の規定に

よる特定盛土等若しくは土石の堆積」に改め，同項第１号中「宅地造成行為に関する」を

「宅地造成，特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の」に，「切土又は盛土」を「盛土，



切土又は土石の堆積」に改め，同項第２号中「土地の切土又は盛土」を「盛土，切土又は

土石の堆積」に改め，「宅地造成」の次に「，特定盛土等又は土石の堆積」を加え，「当

該切土又は盛土」を「当該盛土，切土又は土石の堆積」に改める。 

 第９条第１項中「宅地造成に」を「宅地造成，特定盛土等又は土石の堆積に」に，「宅

地造成等規制法第８条第１項」を「宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条第１項又は第

３０条第１項の許可」に改める。 

   附 則 

この条例は，令和５年５月２６日から施行する。 

 

 

提案理由 

 宅地造成等規制法の一部改正に伴い，特定盛土等及び土石の堆積に関する工事の許可の

申請に対する審査手数料を定める等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ５ ８ 号 議 案 

   岡山市農業集落排水処理施設条例等の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市農業集落排水処理施設条例等の一部を改正する条例を次のように制定するものと

する。 

  令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市農業集落排水処理施設条例等の一部を改正する条例 

 （岡山市農業集落排水処理施設条例の一部改正） 

第１条 岡山市農業集落排水処理施設条例（平成２年市条例第３６号）の一部を次のよう

に改正する。 

  別表観音寺地区農業集落排水処理施設の項を削る。 

 （岡山市下水道事業負担金条例の一部改正） 

第２条 岡山市下水道事業負担金条例（昭和４６年市条例第１３７号）の一部を次のよう

に改正する。 

  附則に次の２項を加える。 

  （農業集落排水処理施設の廃止に伴う経過措置） 

１４ 排水処理施設（岡山市農業集落排水処理施設条例（平成２年市条例第３６号）第

２条第２号に規定する排水処理施設をいう。以下この項及び次項において同じ。）の

廃止に伴い排水区域内に存することとなつた土地であつて，岡山市農業集落排水事業

分担金徴収条例（平成２年市条例第３５号）第４条に規定する賦課対象区域内にあつ

たものの所有者は，第８条第１項の規定にかかわらず，同項の負担金を賦課しないも

のとする。ただし，旧御津町及び旧建部町の区域内における排水区域内において新た

に取付ますを設置する場合は，この限りでない。 

１５ 排水処理施設の廃止の日前に，岡山市農業集落排水事業分担金徴収条例第５条第



１項の規定に基づき賦課された分担金については，なお従前の例による。 

（岡山市下水道条例の一部改正） 

第３条 岡山市下水道条例（昭和６２年市条例第４７号）の一部を次のように改正する。 

  附則に次の１項を加える。 

  （農業集落排水処理施設の廃止に伴う経過措置） 

 １０ 排水処理施設（岡山市農業集落排水処理施設条例（平成２年市条例第３６号）第

２条第２号に規定する排水処理施設をいう。）の廃止の日前に同条例の規定に基づき

なされた処分，手続その他の行為は，この条例の相当規定によりなされた処分，手続

その他の行為とみなす。 

   附 則 

 この条例は，令和５年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 観音寺地区農業集落排水処理施設を廃止する等のため，関係条例の一部を改正しようと

するものである。 



甲 第 ５ ９ 号 議 案 

岡山市消防団員の定員，給与，服務等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

 岡山市消防団員の定員，給与，服務等に関する条例の一部を改正する条例を次のように

制定するものとする。 

  令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市消防団員の定員，給与，服務等に関する条例の一部を改正する条例 

 岡山市消防団員の定員，給与，服務等に関する条例（昭和３９年市条例第５４号）の一

部を次のように改正する。 

 第３条第２項第１号中「居住する」を「居住し，勤務し，又は通学する」に改める。 

   附 則 

 この条例は，令和５年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 消防団員の資格要件を拡大するため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ６ ０ 号 議 案 

   岡山市消防事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市消防事務手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市消防事務手数料条例の一部を改正する条例 

岡山市消防事務手数料条例（平成１２年市条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

別表中４８の項を５９の項とし，４４の項から４７の項までを１１項ずつ繰り下げ，４

３の項の次に次の１１項を加える。 

４４ 液化石油ガス法第３条第１項の規定

に基づく液化石油ガス販売事業に係る登

録の申請に対する審査 

３１，０００円 

４５ 液化石油ガス法第３条の２第３項の

規定に基づく液化石油ガス販売事業者登

録簿の謄本の交付 

１通につき６３０円 

４６ 液化石油ガス法第３条の２第３項の

規定に基づく液化石油ガス販売事業者登

録簿を閲覧に供する事務 

１回につき４６０円 

４７ 液化石油ガス法第２９条第１項の規

定に基づく保安機関の認定の申請に対す

る審査 

 ３４，０００円と６，９００円に新た

に行う保安業務区分の数を乗じて得た額

との合計額 

４８ 液化石油ガス法第３２条第１項の規

定に基づく保安機関の認定の更新の申請

に対する審査 

 １４，０００円と６，９００円に保安

業務区分の数を乗じて得た額との合計額 



４９ 液化石油ガス法第３３条第１項の規

定に基づく保安機関の保安業務に係る一

般消費者等の数の増加の認可の申請に対

する審査 

 ２０，０００円と６，９００円に保安

業務区分の数を乗じて得た額との合計額 

５０ 液化石油ガス法第３５条の６第１項

の規定に基づく保安確保機器の設置及び

管理の方法の認定の申請に対する審査 

 次に掲げる申請を行う者が販売契約を

締結している一般消費者等の数の区分に

応じ，それぞれ次に定める金額 

ア １，０００戸未満の場合 ５５， 

０００円 

イ １，０００戸以上１万戸未満の場 

合 ８０，０００円 

ウ １万戸以上の場合 ９８，０００ 

円 

５１ 液化石油ガス法第３６条第１項の規

定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の

設置の許可の申請に対する審査 

 ２１，０００円に貯蔵施設又は特定供

給設備の数を乗じて得た金額 

 

５２ 液化石油ガス法第３７条の２第１項

の規定に基づく貯蔵施設の位置，構造若

しくは設備の変更又は特定供給設備の位

置，構造，設備若しくは装置の変更の許

可の申請に対する審査 

 １５，０００円に変更に係る貯蔵施設

又は特定供給設備の数を乗じて得た金額 

５３ 液化石油ガス法第３７条の３第１項

の規定に基づく液化石油ガス法第３６条

第１項の許可に係る貯蔵施設又は特定供

給設備の完成検査 

 ３１，０００円に貯蔵施設又は特定供

給設備（高圧ガス保安法第２０条第１項

又は第３項の規定に基づき完成検査を受

け，又は自ら行い，同法第８条第１号の

技術上の基準に適合していると認められ

た液化石油ガスに係る施設（以下この項

及び次項において「完成検査合格施設」



という。）であるものを除く。）の数を

乗じて得た額と５，８００円に完成検査

合格施設である貯蔵施設又は特定供給設

備の数を乗じて得た額との合計額 

５４ 液化石油ガス法第３７条の３第１項

の規定に基づく液化石油ガス法第３７条

の２第１項の許可に係る貯蔵施設又は特

定供給設備の完成検査 

 ２４，０００円に変更に係る貯蔵施設

又は特定供給設備（完成検査合格施設で

あるものを除く。）の数を乗じて得た額

と５，８００円に完成検査合格施設であ

る変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備

の数を乗じて得た額との合計額 

附 則 

この条例は，令和５年４月１日から施行し，改正後の岡山市消防事務手数料条例の規定

は，同日以後の申請に係るものについて適用する。 

 

 

提案理由 

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正に伴い，液化石油

ガス販売事業に係る登録の申請に対する審査手数料の額等を定めるため，本条例の一部を

改正しようとするものである。 



甲 第 ６ １ 号 議 案  

   岡山市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例 

 岡山市中央卸売市場業務条例（令和２年市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

    「 

 

                                        

                                       」 

 「 

 

を                                    に改め 

 

                                    」 

る。 

   附 則 

 この条例は，令和５年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 青果棟南荷捌場の使用料の額を定めるため，本条例の一部を改正しようとするものであ

る。 

屋根付荷捌場

使用料 

水産棟南荷捌場Ａ １棟につき１月 ６７，４００円 

水産棟南荷捌場Ｂ １棟につき１月 ６７，４００円 

 

屋根付荷捌場

使用料 

青果棟南荷捌場 １棟につき１月 １８２，２１０円 

水産棟南荷捌場Ａ １棟につき１月 ６７，４００円 

水産棟南荷捌場Ｂ １棟につき１月 ６７，４００円 

 

別表中 



甲 第 ６ ２ 号 議 案 

   岡山市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例の制定について 

 岡山市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例を次のように制定するものと

する。 

令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は，本市における学校給食法（昭和２９年法律第１６０号。以下「法」

という。）第４条の規定に基づく学校給食の実施及び学校給食費の管理に関し必要な事

項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 学校 市が設置する小学校，中学校及び義務教育学校であって規則で定めるものを

いう。 

(2) 学校給食 法第３条第１項に規定する学校給食をいう。 

(3) 学校給食費 法第１１条第２項に規定する学校給食費をいう。 

(4) 保護者 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１６条に規定する保護者をいう。 

(5) 教職員等 児童又は生徒以外の者であって学校給食を受ける教職員その他のものを

いう。 

 （学校給食の実施） 

第３条 市は，学校において，学校給食を実施するものとする。 

 （学校給食費の徴収） 



第４条 市長は，学校給食を受ける児童若しくは生徒の保護者又は教職員等から，学校給

食費を徴収する。 

２ 前項の規定により徴収する学校給食費の額及び納期限は，規則で定める。 

 （学校給食費の減免） 

第５条 市長は，規則で定める特別の理由があると認めるときは，学校給食費を減額し，

又は免除することができる。 

 （委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定め

る。 

   附 則 

 この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 学校給食の実施及び学校給食費の管理に関し必要な事項を定めるため，本条例を制定し

ようとするものである。 


